
     

 

✻ 日 時 

令和８年 ２月２５日（水） 

 １３：３０～１７：００  
✻ 会 場 

   広島商工会議所ビル 

 ３０７号室（３階） 
 ＜広島市中区基町 5-44＞ 

 ※会場に駐輪場・駐車場はありません 

                                   主催 広島県経営者協会 
   

新法対応・裁判例から学ぶ 
     ハラスメントの予防策と対応セミナー   

       ～ 予 防 の た め に 何 に 注 意 を し て 何 を 行 う べ き か ～ 
     
 大企業に対するパワハラ防止法が施行され５年（中小企業を対象とする施行から３年）が経

過し、さらに、カスタマーハラスメントに対しての対策を事業主に義務付ける法律（改正労働

施策総合推進法）及び就活学生へのセクハラを防止する法律（改正男女雇用機会均等法）が本

年６月に国会にて可決されました。法的に規制が厳しくなった影響もあり、昨今ではますます

ハラスメントが与える社会的影響が大きくなっています。 

 しかしながら、未だ多くの企業でハラスメントが発生し、新たな法律上の規制や裁判例に照

らして、対応が複雑化する中で、企業の担当者も苦慮されています。 

 そこで、当協会では、ハラスメントの基礎知識と裁判例から見た予防策や適正な対応策につ

いて学ぶセミナーを企画いたしました。 

 この機会に、是非ともご参加いただきますようご案内申し上げます。 
 
 
 

  １．近時のハラスメントに関する立法の動向 

  ２．代表的なハラスメントに関する法令の理解 

   ①セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均 

    等法)とは 

   ②マタニティハラスメント(育児・介護休業法) 

    とは 

   ③パワーハラスメント(労働施策総合措置法) 

    とは 
 

  ３．ハラスメントの予防策と対応策 

   ①会社のリスク 

   ②企業によるハラスメント防止の社内方針の 

    明確化と周知 

   ③苦情などに対する相談体制の整備 

   ④被害を受けた労働者へのケアや再防止 
 

  ４．失敗事例（裁判例）から学ぶ明日への知識 

   ①日常業務で何に心掛ければよいか 

   ②効果的な実務対応策 

   ③解決への取組みと処理方法 

   ④雇用管理上必要な措置 
 

  ５．質疑応答 

 

 

✻ 定 員 ３０名 

 

✻ 参 加 費 広島経協会員 １名 ７,０００円   会員外 １名 １０,０００円 

 

✻ 申込締切 ２月１８日（水）但し、定員になり次第締切らせていただきます。 

≪講習内容≫ 

 

             弁護士法人共創  
 

             代表社員弁護士 

            下西祥平氏 
       

    平成 19 年 京都大学法学部卒業 
    平成 21 年 神戸大学法科大学院卒業 
    平成 22 年 弁護士登録(大阪) 
    平成 29 年 広島弁護士会へ登録替え 
          広島駅前法律事務所 代表弁護士 
    令和７年  弁護士法人共創設立 代表社員弁護士 
    使用者側で人事・労務管理の相談対応を行うことを中心 
    業務としている。個別労働紛争については、予防対応か 
    ら紛争後の解決まで一貫して対応している。 
    近時は、外国人雇用・事業承継及びM＆A 時の雇用問題に

関する相談・手続対応に力を入れている。 

 

 

講 師 

開催のご案内 



✻ そ の 他 ①参加費は申込み後、お早目に次の口座にお振込み下さい。なお振込手数料は、 

        参加費に含まれておりませんので、各自ご負担願います。 

       ・広島銀行本川支店 広島県経営者協会 普通預金口座（№0 2 8 8 6 2 4） 

       ・もみじ銀行広島中央支店 広島県経営者協会 普通預金口座（№1 8 5 5 3 1 4） 

     ②締切日以降の取消及び欠席の場合でも参加費は申し受けます。 

     ③領収書の発行は省略し「振込金受取書」又は「お取引明細票」を領収書に 

代えさせていただきます。 

     ④参加受理後「参加受理票」をメールにてお送りいたします。 

 

申込み・問合せ先 

    広 島 県 経 営 者 協 会 

   〒730-0011広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル６階 

       TEL 0 8 2 - 2 2 1 - 6 8 4 4            FAX 0 8 2 - 2 2 1 - 6 8 3 0         

    E-mail: info@hiroshima-keikyo.jp  http://www.hiroshima-keikyo.jp 

 

 

 

広島県経営者協会  行                                                                
（MAIL：info@hiroshima-keikyo.jp） 

（F A X：082-221-6830） 

 

  新法対応・裁判例から学ぶ 

    ハラスメントの予防策と対応セミナー(２/２５)参加申込書 

 
      左の QRコードをお読み取りいただくとフォームスよりお申し込みが可能です 

 

   

 

会 社 名 

 

  所 在 地 〒 

 

  申込担当者役職氏名 

 

  ＴＥＬ                  ＦＡＸ 

 

ＭＡＩＬ 

（文字が潰れないよう、大きくご記入願います） 

役職（所属）名 氏   名 役職（所属）名 氏   名 

     

※参加費     円×   名＝       円は、    月    日付、 広銀 ・ もみじ 

にて振込みます。 
 
 

 ご記入いただいた内容は、本事業に関する確認・参加者名簿の作成等に使わせていただきますが、その他の目的での使用 

 は一切ございません。 

必要事項をご記入の上、切り取らずこのままフォームス又はメール、ＦＡＸにてお申込み下さい 

mailto:keikyoh@dear.ne.jp
http://www.keikyoh/

